
中規模開 発 事 業 計 画 概 要  
事業区域の地名地番 鎌倉市

住所

氏名

電話

年　　　月　　　日

事業者住所・氏名

説明会の開催の有無 □　　有　　　　　　□　　無

説明会の開催日時 年　　月　　日　　　　時　　　分から

年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

説明会の開催場所

意見書の提出期間

標　識　の　設　置

連　　　絡　　　先

事 業 区  域  面  積 ㎡

 

　この標識は、鎌倉市まちづくり条例第37条第3項の規定に基づき設置したものです。
　周辺住民等の方で、この中規模開発事業の土地利用の方針について説明会の開催を
希望される方は、　　　　年　　月　　日までに上記の連絡先までお申し出ください。

　鎌倉市まちづくり条例に基づく中規模開発事業の手続終了後、都市計画法、鎌倉市
開発事業における手続及び基準等に関する条例の手続に入ります。
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